
発刊「東京電力の変節－最高裁・司法エリートとの癒着と原発被
災者攻撃」（後藤秀典著・旬報社）
　「東京電力の変節－最高裁・司法エリートとの癒着と原発被災者攻撃」（後藤秀典著・旬報社）が発刊されました。

　原発事故から１２年以上が経過しましたが、避難を余儀なくされて、仕事、学び、家族や友人とのつながり、生きがいなどを奪われ、ま
た、避難先でのいじめや孤立などにより、人生を大きく変えられ、深い傷を追って、今も、苦しみ続けている人がたくさんいます。

　ところが、国は、事故の責任を認めずに裁判で争い、東京電力は、裁判で被災者の人格を傷付けるような主張までするようになり、
２０２２年６月には、最高裁第二小法廷（当時、菅野博之裁判長）は、４つの高裁判決のうち国の責任を認めていた３つの判決を覆し、国
が規制権限を行使しても事故は回避できなかったという理由で、あっさりと国の責任を否定する判断をしました（菅野、草野耕一、岡村和
美裁判官の３人が判決を支持。三浦守裁判官は国に責任があるとの少数意見）。その後、国は、原発回帰へと方針を大転換し、今、第一原
発の廃炉の見通しも立たない中で、漁業関係者や国民、諸外国の反対にもかかわらず、汚染された「処理水」の海洋放出を強行するに至っ
ています。そして、こうした国、東電、最高裁判所などの対応が、傷に塩を塗り込むように、被災者の苦しみや痛みをさらに深いものとし
ています。

　本書は、最高裁判所、巨大法律事務所、東京電力、政府の人脈をたどり、相互に癒着し、最高裁の公正中立「らしさ」さえ損なわれてい
ることなど、こうした動きの背景を掘り下げ、過ちを繰り返し被災者を苦しめ続ける政治や司法のあり方に警鐘を鳴らすものです。このま
までは、現場を知らず、人々の苦悩を知らない一部の「司法エリート」や政治によって、司法のあり方や国のあり方が大きく歪められてい
くことが強く懸念されます。正しい道を進むためにどうしたらいいのか、私たち１人ひとりに問いかけられていると思います。

【関連情報】
NHK・ETV特集「誰のための司法か〜團藤重光 最高裁・事件ノート〜」

文責：弁護士　猪　股　　正

“切手のないおくりもの♫”　（弁護士　猪股　正）
　ソースからずっしりと重い本が突然届いた。手紙は付いていない。巻末の著者「主要業績」を見る。難しそうな論文が並ぶ。「中央線が
直線であることの植民地主義的な意味－社会科・地歴教材開発の観点から」。ソースらしくておかしい。確かに、地図を見ると、新宿から
わずかに北上したあとは、立川まで西へ微動だにしない一直線だ。住人も地形も蹴散らしたようなこの直線に上からの傲岸不遜な力を感じ
たんだと思う。「あとがき」が長い。大学時代、山岳部に入り浸り、そこが初めて意識した親密圏で、ゼロ単位を自慢する価値観に率先し
て染まったこと、京都暮らしは長く先行き不透明な苦悩の時代であったことなどが綴られている。
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中央線が直線であることの植民地主義的な意味
　ソースは京大山岳部時代の後輩。一緒に丸太に跨がり奥利根湖を横断し利根川源流から尾瀬ヶ原へと遡行した。吉田拓郎ファンで気が合
い、無口な私は明るくよくしゃべる後輩のソースからよくいじられた。司法試験に受からない苦しい時代、よく励まされた。ソースは京都
に残り留年、休学、院浪。ずっと心を離れずその存在を感じながら生きてきた。

　この「現代日本の規律化と社会運動」（及川英二郎著。日本経済評論社）という難しいタイトルの本には、生協の主婦の運動、胎児性水
俣病患者の運動のことなどが書かれている。「生活保護を受けて何がワルインダ」「ホームレスであって何がワルインダ」、“ああなって
はならない者”とされた人々こそが「当然の者」として普遍化されるような「新しい共同性」を展望する、「共同性」へと架橋するのは人
間の多様な想像力であり、だからこそ歴史の叙述が必要で、抗う活動は人間の日常的な営みに軸足を置く必要があると書いてある。

　長い思索の積み重ね、ソースの人生の厚みや重みを感じる。難しいけれど心はわかる。歴史学者と弁護士となり、離れたところを歩いて
きたけれど、近くでつながっている。こうした幸運に感謝し、私も、日常の営みに軸足を置き、抗う一歩を続けたいと思う。

（弁護士　猪股　正　　事務所ニュース・2023年夏号所収）

※　切手のないおくりもの／財津和夫

川口美貴著「労働法（第７版）」（弁護士高木太郎）
関西大学教授の川口美貴先生が労働法（第７版）を上梓された。
川口労働法は、毎年改訂されているが、そのご苦労たるや、大変なものと思われる。
ただ、私たち、実務家にとっては、最新の版を参照している限り、「その後の法改正や運用変更の心配」をほぼしなくていいところが、と
てもありがたい。
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もう一つ、この版にいくつも加えられた改定の中で「労働協約の地域間拡張適用」の新しい記述が加わっている。これは、川口先生の伴侶
である古川景一弁護士が関わられた件で、３２年ぶりに実施された労働協約の地域間拡張適用が行われた事例である。
このように、この本には、多数の労働事件、労働問題に携わっている実務家の視点が加わっているため、弁護士としては「安心して使える」
のである。
労働相談が来るたびに、手慣れた分野でも今までの知識・経験の確認に、未経験の分野なら当該分野の論点の学習整理に、便利に使わせて
いただいている。

弁護士　高木　太郎

【今週の埼玉総合】この国のかたちを見つめ直す （弁護士　伊
須慎一郎）
加藤陽子教授（東京大学文学部）の著書を読み、さすが日本の近現代史を専攻された専門家だとうなりました。

「9条の意義、見つめ直す時」の中で、加藤先生は、最近の日本が平和憲法を守ってこられたのは、
在日米軍の存在があり、米国の核の傘のおかげであり、9条の存在ではないという論調に対し、こう述べています。

「ただ、9条には、国内的な存在意義があることを忘れるべきではありません。9条の存在によって、戦後日本の国家と社会は、戦前のよ
うな軍部という組織を抱え込まずに来ました。
戦前の軍部がなぜあれだけの力を持てたかと言えば、国の安全と国民の生命を守ることを大義名分とした組織だったからです。実際には、
大義の名のもとに、国家が国民を存亡の危機に陥れる事態にまで立ち至りました。軍部は、情報の統制、金融・資源データの秘匿、国民の
監視など、安全の名を借りて行ったのです。
このような組織の出現を許さない、と痛切な反省の上に、現在の9条があるのだと思います。」

憲法学者の青井美帆教授（学習院大学）は、憲法9条は、国民の自由を守る防火壁であると説明されていますが、同じ意味であると考えま
す。

ところで、陸上自衛隊が、2020年、記者向けの勉強会で配布した資料で「予想される新たな戦い」の対象に「反戦デモ」を挙げていた
ことが報道されました。

また、陸上自衛隊が、2020年11月4日、米軍基地反対の抗議活動をする市民の排除を想定した訓練を米海軍と共同で実施しています。

憲法9条への攻撃が強くなっていますが、またぞろ、戦前の思想弾圧と検閲の嵐が現代社会にも復活するのでしょうか。
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加藤先生の指摘する憲法9条の国内的意義、青井先生の憲法9条は自由を守る防火壁の役割を果たしているという意義を、よくよく噛み締
める必要があるのではないでしょうか。

弁護士　伊須　慎一郎

「貧困理論入門　 連帯による自由の平等」（志賀信夫・県立広
島大学准教授著。堀之内出版）が発刊
　「貧困理論入門　  連帯による自由の平等」（志賀信夫・県立広島大学准教授著。堀之内出版）が本年５月に発刊されました。本書は、
「貧困をどのように理解するか」「貧困とは何か」を整理し、「貧困概念」の歴史的な拡大過程を追いながら、貧困対策の理論的核心を探
ります。生活保護基準引下げ撤回訴訟の取組が全国で進められていますが、著者の志賀信夫県立広島大学准教授が書かれた、現代社会にお
ける貧困の捉え方に関する意見書が各地の裁判所で提出されています。

　第１章から第６章からなる本書の第５章には「普遍主義と脱商品化」の節があり、第６章の最終節は「無所有に対する抵抗」です。そこ
では、社会的排除に対する具体的な政策アイデアとして、保育、教育、介護、住宅の「脱商品化（低額化、無償化、普遍化）」が提案され、
これをベーシック・サービス（ＢＳ）と呼び、ベーシック・サービスは、「自由の平等」に貢献し、無所有及び物象化への対抗を可能とす
るとし、その有効性が強調されています。日弁連や公正な税制を求める市民連絡会が提言するところと同じ方向性であると思います。

　そして、選別主義だけが貧困対策として効果を持つわけではなく、上記のような政策アイデアは、理想論として批判されるかもしれない
が、「理想は机上の空論とは異なる」、「理想論であるという判断がなされるからといって、潜在的にもっている可能性を捨て去る理由に
はならないし、闘いをやめる理由にもならない」と述べられています。

　「租税抵抗の財政学」の著者である佐藤滋さんが、２０１６年の公正な税制を求める市民連絡会の設立１周年記念集会の際、政治学者の
丸山眞男さんの言葉を紹介して講演を締めくくられたことを思い出します。「『現実はそうはいかない』という考え方は、現実感として間
違っている。『リアル（現実）』とは、『可能性』の束であり、重要なのは『方向性』の認識である。」。現実や既成事実に屈服せず、連
帯していくことの大切さをあらためて考えます。

（弁護士　猪　股　　正）
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【書籍】『奨学金　借りるとき返すときに読む本』出版のお知ら
せ
当事務所の鴨田譲弁護士が事務局長を務める埼玉奨学金問題ネットワークから『奨学金　借りるとき返すときに読む本』（弘文堂）が出版
されました。

主に、最も利用者の多い日本学生支援機構の奨学金について、借りるときに注意すべき点、返済が難しくなった際の救済制度、延滞すると
どのようなことが起こるのか、実際の日本学生支援機構との裁判例などについて紹介しています。

是非御一読下さい。

インターネットからの購入はこちらから（弘文堂ホームページ）

※なお、定価1728円（税込）ですが、当事務所内では1500円（税込）で販売しておりますので、事務所にいらっしゃる方はそちら
をご利用下さい。

『奨学金　借りるとき返すときに読む本』
柴田　武男 編・ 鴨田　譲 編　　埼玉奨学金問題ネットワーク 著

【奨学金を使いこなすための完全ガイド】
日本の奨学金が未成年者を対象としたローンであり、返済できないと訴訟トラブルに発展する現状が社会問題となっています。

しかし、正しい知識を持ち、無理なく利用すれば、奨学金は進学の心強い味方です。本書は二部構成で、第一部では奨学金を借りる前に知っ
ておきたい基礎知識と賢い利用方法を紹介し、第二部では返済に行き詰まったときになにが起こるか、どう対処すればよいのか具体的に説
明しています。

奨学金を賢く利用して夢をかなえるために、本人はもちろん保護者や教職員も必読の一冊です。
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